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令和８年上尾市教育委員会第３回臨時会 会議録 

１ 日  時  令和８年４月２１日（火曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前９時３６分 

２ 場  所  上尾市役所７階 教育委員室 

３ 出席委員  教育長 西倉剛 

教育長職務代理者 小池智司 

委員 谷島大 

委員 岩鉃由美 

委員 湯本華奈子 

委員 莪山知奈美 

４ 出席職員  教育総務部長 池田直隆 

教育総務部次長 山内正博 

学校教育部長 武田直美 

学校教育部次長 中澤真治 

学校教育部副参事 兼 学務課長 勝雄一 

教育総務部 教育総務課長 杉木直也 

書記  教育総務課主幹 仲上直志 

教育総務課主任 加藤佑基 

教育総務課主任 續橋拓也 

 

５ 傍 聴 人  ０人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ 書記の指名 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

 議案第３５号 令和８年度途中教職員人事異動に係る内申について 

日程第５ 閉会の宣告 
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７ 会議録 

日程第１ 開会の宣告 

（西倉剛 教育長）それでは、ただ今から、令和８年上尾市教育委員会第３回臨時会を開会いたします。 

本日は、傍聴の申出はございますか。 

 

（杉木直也 教育総務課長）申出はございません。 

 

 

日程第２ 書記の指名 

（西倉剛 教育長）それでは、日程にしたがいまして、会議を進めます。はじめに、「日程第２ 書記

の指名」についてでございます。会議録の作成にあたりましては、「上尾市教育委員会会議規則」に

「会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名し、これを作成するものとする。」と定めがござい

ます。教育総務課主幹 仲上直志、同課主任 加藤佑基、同課主任 續橋拓也、同課主事 守谷颯馬

の４名の職員を書記として指名いたしますので、よろしくお願いします。 

 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（西倉剛 教育長）続いて、「日程第３ 本臨時会の会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名

委員は、小池委員にお願いいたします。 

 

（小池智司 委員）はい。 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（西倉剛 教育長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございます。審議の前にお諮りいたしま

す。本日予定しております議案は１件でございます。議案第３５号につきましては、人事に関する案

件のため、非公開の会議として審議を公開しないこととしたいと存じます。 

これにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から異議がない旨を確認～ 

 

（西倉剛 教育長）異議ないものと認め、そのように決定いたしました。それでは、ここからは、非公

開の会議といたします。議案第３５号は、関係職員のみによって会議を行いたいと存じます。 

 

（杉木直也 教育総務課長）両部 部長・次長、学務課長の出席をお願いいたします。 

 

（西倉剛 教育長）暫時、休憩します。 

 

～関係職員（両部部長、両部次長、教育総務課長、学務課長）以外 退席～ 

 

（西倉剛 教育長）休憩前に引き続き、会議を再開します。それでは、「議案第３５号 令和８年度途
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中教職員人事異動に係る内申について」説明をお願いします。 

 

（武田直美 学校教育部長）教育長の許可をいただき、資料の配布をお願いいたします。 

 

（西倉剛 教育長）配布を許可します。資料の配布をお願いします。 

 

（武田直美 学校教育部長）議案第３５号につきましては、勝 学務課長がご説明申し上げます。 

 

（勝雄一 学務課長)議案第３５号につきまして、ご説明申し上げます。はじめに提案理由でございま

すが、市立学校の教頭の後任人事に伴う令和８年度途中教職員人事異動について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第３８条第 1 項の規定に基づき、埼玉県教育委員会に内申したいのでこの案

を提出するものでございます。別紙をご覧ください。芳川りえ 平方小学校教頭の後任として、幸田奈

美 上尾市教育委員会学校教育部指導課指導主事を、令和８年５月１日付け途中人事異動により、平方

小学校教頭に発令するものでございます。説明は、以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 

（西倉剛 教育長）議案第３５号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はございますか。 

 

～委員全員から意見等がない旨を確認～ 

 

（西倉剛 教育長）ないようですので、これより採決いたします。「議案第３５号 令和８年度途中教

職員人事異動に係る内申について」原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

 

～委員全員から異議がない旨を確認～ 

 

（西倉剛 教育長）異議ないものと認め、原案のとおり可決いたしました。 

 

 

日程第５ 閉会の宣告 

（西倉剛 教育長）以上で、予定されていた日程はすべて終了いたしました。これをもちまして、令和

８年上尾市教育委員会第３回臨時会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

 

 

令和８年５月２１日  署名委員  小池 智司 

 


